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GTLケアプランセンター 

居宅介護支援利用契約 重要事項説明書 

 

この「重要事項説明書」は、「枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」（平成 26 年枚方市条例

第 54 号）」第７条の規定に基づき GTL ケアプランセンター 居宅介護支援利用契約

（以下「利用契約」といいます）の締結に際して、事業者が予め説明しなければならな

い内容を記したものです。 

事業者、事業所の概要や提供される指定居宅介護支援サービス（以下「居宅介護支

援サービス」といいます）の内容・利用料等、契約上ご注意いただきたいことを本書

をもって説明します。不明点等がございましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。 

 

１ 居宅介護支援サービスを提供する事業者について 

事業者名称 グッドタイムリビング株式会社 

代表者氏名 代表取締役社長 河合 淳 

所在地 
本社所在地 

東京都中央区八丁堀３丁目４番８号 

RBM 京橋ビル 

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

TEL・FAX 
TEL：03-6845-8020（本社） 

FAX：03-6845-8015（本社） 

事業者設立 

年月日 
2005 年４月１日 

 

２ お客様への居宅介護支援サービスの提供を担当する事業所について 

・別紙１「居宅介護支援サービスの提供を担当する事業所について」に記載の 

とおりです。 
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３ 居宅介護支援サービスの提供方法および内容 

「枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定める条例」（平成 26 年枚方市条例第 54 号）」第 15 条お

よび第 16 条に定める取扱方針を遵守するものとし、居宅介護支援サービスの提供

方法および内容は、次のとおりです。 

①お客様からの居宅サービ

ス計画作成依頼等に対す

る相談対応 

・事業所内の相談室において行います。 

②課題分析の実施 

・課題分析の実施にあたっては、お客様の居宅を訪問

し、お客様およびお客様のご家族に面接して行いま

す。 

・課題分析の実施にあたっては、お客様の生活全般に

ついての状態を十分把握し、お客様が自立した生活

を営むことができるよう支援するうえで、解決すべ

き課題を把握するものとします。 

・使用する課題分析表の種類は別紙１(6)に記載のと

おりとします。 

③居宅サービス計画原案の

作成 

・お客様およびお客様のご家族の希望ならびにお客様

について把握された解決すべき課題に基づき提供

される居宅サービスの目標およびその達成時期、居

宅サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込

んだ居宅サービス計画の原案を作成するものとし

ます。なお、お客様は居宅サービス等を提供するた

めの複数の事業所の紹介等を求めることができま

す。また、当該事業所を居宅サービス計画に位置付

けた理由を介護支援専門員へ求めることができま

す。 

④サービス担当者会議等の

実施 

・居宅サービス計画原案に位置付けた居宅サービス等

の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、

担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原

案の内容について、担当者から専門的見地からの意

見を求めるものとします。 
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⑤居宅サービス計画の確定 

・介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた

居宅サービス等について、保険給付の対象となるか

否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等

についてお客様またはお客様のご家族に対して説

明し、文書によりお客様の同意を得るものとしま

す。 

⑥居宅サービス計画実施状

況のモニタリング 

・居宅サービス計画の作成後においても、お客様およ

びお客様のご家族、指定居宅サービス事業者（以下

「居宅サービス事業者」といいます）等との連絡を

継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施

状況やお客様についての解決すべき課題について

の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変

更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行います。 

 

４ 医療との連携 

入院時 

・お客様が医療機関等に入院する必要が生じた場合、介護支

援専門員の氏名および連絡先を入院先医療機関へご提供

をお願いします。 

平時 

・お客様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー

ビスの利用を希望された場合等は、お客様の同意を得て主

治の医師等の意見を求め、その主治の医師等に対して居宅

サービス計画を交付します。 

・介護サービスの事業者等から提供を受けたお客様の口腔に

関する問題や服薬状況その他介護支援専門員がモニタリ

ングにより把握したお客様の状態等について、医師や歯科

医師、薬剤師に必要な情報を伝達します。 

 

５ 居宅介護支援サービスの利用料・その他費用について 

利用料 

・居宅介護支援サービスを提供した場合の利用料の額は、別

紙２(1)「居宅介護支援サービスの利用料」のとおりとしま

す。ただし、居宅介護支援サービスが法定代理受領サービ

スであるときには、利用料は請求いたしません。 

その他の費用 ・別紙２(2)「その他の費用について」に記載のとおりです。 
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６ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 

利用料、その他の費用の

請求 

ア. 利用料、その他の費用はお客様のご負担があった場

合、居宅介護支援サービスの提供ごとに計算し、利用月

ごとの合計金額により請求いたします。 

イ. 請求書は、ご利用明細を添えて利用月の翌月 20 日ま

でにお客様にお届けします。 

利用料、その他の費用の

支払い 

ア. お客様のご負担があった場合、請求月の 26 日(同日が

金融機関の休業日の場合はその翌営業日)に、お客様の

指定金融機関口座からの自動振替による方法によりお

支払いいただきます。 

イ. 事業者にてお客様のお支払いを確認でき次第、領収書

をお渡ししますので、適切に保管をお願いします。 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

①お客様およびお客様

のご家族に関する秘

密の保持について 

・事業者および従業者は、居宅介護支援サービスを提供を

するうえで知り得たお客様ならびにお客様のご家族に

関する秘密について、正当な理由なく、第三者（ただし、

事業者の関係会社またはグループ会社の役職員は除き

ます）に漏らしません。この秘密保持義務は、利用契約

終了後も同様です。また在職中に限らず、出向・転籍・

退職後においても同様とします。 

②個人情報の保護につ

いて 

・事業者は、別途締結する利用契約書の別紙「GTL ケア

プランセンター居宅介護支援利用契約における個人情

報の使用について」の定めに従い、必要最小限の範囲内

でお客様およびお客様のご家族の個人情報を使用しま

す。 

・事業者は、お客様およびお客様のご家族に関する個人情

報が含まれる記録物（磁気媒体情報および伝送情報を含

みます）について、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものと

します。 
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８ 居宅介護支援サービスに関する諸記録について 

居宅介護支援サービ

スに関する諸記録に

ついて 

・事業者は、居宅サービス計画のほか居宅介護支援サービス

の提供に関する記録（以下「諸記録」といいます）につい

ては、居宅介護支援サービスを提供した日から最低５年

間は保存することとします。 

・お客様は、事業所にて保管している諸記録の閲覧および複

写物の交付を請求することができます。但し、コピー代は

別紙２(2)記載のとおりお客様の実費負担となります。 

 

９ 緊急時の対応方法について 

居宅介護支援サービスの提供を行っているときにお客様に病状の急変、その他緊

急事態が生じたときは、すみやかにお客様の主治医に連絡する等の措置を講ずると

ともに、お客様のご家族に報告します。また、お客様の主治医への連絡が困難な場

合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずることとします。 

 

１０ 事故発生時の対応方法について 

事故発生時の対応方法 

・お客様に対する居宅介護支援サービスの提供により事

故が発生した場合は、関係市区町村およびお客様のご家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・お客様に対する居宅介護支援サービスの提供にともな

って、事業者の責めに帰すべき事由によりお客様に損害

を及ぼした場合には、その責任の範囲内において、お客

様に対してその損害を賠償します。 

 

１１ 虐待の防止について 

 (１) 事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講

ずることとします。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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 (２) 万が一、虐待等が発生した場合、事業所は、事実確認、原因究明および再発

防止策の検討・実施ならびにこれらにかかる関係者への報告等（行政等への報

告を含む）の必要な対策を社内規則に従い速やかに実施します。 

 

１２ 身体拘束等について 

事業者は、原則としてお客様に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷

他害等のおそれがある場合など、お客様本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことが考えられ、以下の（１）～（３）の要件をすべて満たすときは、お客

様に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うこと

があります。その場合は、態様および時間、お客様の心身の状況、緊急やむを得な

い理由、経過観察並びに検討内容について記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行い

ます。 

 (１) 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、お客様本人または他人の

生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。 

 (２) 非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

 (３) 一時性･･････お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが

なくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。 

 

１３ 衛生管理等について 

事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６ヵ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修および訓練を定期的に

実施します。 

 

１４ 業務継続計画の策定等について 

 (１) 感染症や非常災害の発生時において、お客様に対する指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 
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 (２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および

訓練を定期的に実施します。 

 (３) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

 

１５ 従業者の研修について 

事業者は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものと

します。 

採用時研修 採用後１ヵ月以内 

継続研修 年２回 

 

１６ 居宅介護支援サービスの提供に関する苦情、相談について 

居宅介護支援サービスの苦情・

相談窓口 

・別紙３（2）「居宅介護支援サービスの苦情・相

談窓口」に記載のとおりです。 
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居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、お客様に対して本書面に基づいて重要

事項の説明を行いました。 

 

重要事項説明の年月日 

説明年月日 （西暦）     年    月    日 

 

 

  重要事項について文書を交付し、説明しました。 

説

明

者 

所 在 地 大阪府枚方市香里ケ丘３丁目８番地 52 

法 人 名 グッドタイムリビング株式会社 

事 業 所 名 GTL ケアプランセンター 香里ヶ丘 

説明者氏名  

 

 

重要事項説明書について説明を受け、その内容に同意し、交付を受けました。 

お

客

様 

 

氏 名   

※原則ご本人の自署 

 

 

（代筆者） 続柄 

※お客様本人による署名が困難な場合、代筆者は「お客様の氏名」および 

「代筆者の氏名」、「続柄」をご記入ください。 

 

 

※代理権を持つ法定代理人や任意後見人等が、お客様本人に代わって説明を受けた場合 

代

理

人 

 

氏 名 

 

 

 

 

※電子的手段（電子署名を含む）により締結される場合、上記署名欄は使用いたしま

せん。 
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2026 年 6 月 1 日現在 

別紙１ 

居宅介護支援サービスの提供を担当する事業所について 

 

１ 事業所の所在地等 

事業所名称 GTL ケアプランセンター 香里ヶ丘 

介護保険指定 

事業所番号 

枚方市指定 

(指定事業所番号：2772404048) 

管理者氏名 管理者 本田 浩子 

事業所所在地 大阪府枚方市香里ケ丘３丁目８番地 52 

TEL・FAX TEL：072-860-2400／FAX：072-852-3800 

事業所の通常の 

事業実施地域 
枚方市 

 

２ 事業の目的および運営方針 

事業の目的 

・指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な

人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある

お客様に対し、居宅介護支援サービスの円滑な運営管理を図

るとともに、お客様の意思ならびに人格を尊重し、お客様の

立場に立った適正な居宅介護支援サービスを提供する事を

目的とします。 

運営方針 

・介護保険法等の関係法令を遵守します。 

・公正中立な居宅介護支援サービスを提供します。 

・関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体

と綿密な連携を図るものとします。 

・お客様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるための居宅サービス計

画の作成等をします。 

 

３ 事業所の窓口の営業日および営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日 

(ただし、土・日・祝日、12 月 30 日から１月３日までは除く) 

営業時間 ９：00～18：00 
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４ 事業所の職員体制 

職 種 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

・従業者の管理および業務の管理を一

元的に行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行います。 

 １名（常勤職員） 

介護支援専門員 

・居宅サービス計画の作成・変更等を行

います。 

・居宅サービス事業者等の連絡調整等

を行います。 

1 名以上※ 

(１名以上の常勤職員

を含む。管理者と兼務

する者を含む。) 

※利用者の数が 44 人

またはその端数を増す

ごとに１名配置しま

す。 

 

５ 事故等における損害を補償するための保険の加入状況 

加入有 

保険会社名：損害保険ジャパン株式会社（引受割合 89％） 

三井住友海上火災保険株式会社（同 11％） 

保険内容 ：全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム損害責任保険制度」 

 

６ 使用する課題分析表の種類 

自社方式 

 

７ 第三者による評価の実施状況 

第三者による評価

の実施状況 

１ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２  なし 
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別紙２ 

料金表 

１ 居宅介護支援サービスの利用料 

１ヵ月あたりの利用料 介護保険適用有無 

要介護１・２ 
金 11,620 円 

(1,086 単位/月) 

・重要事項説明書３記載の居宅介護支援

サービスは介護保険の対象（法定代理

受領サービス）となります。この場合、

利用料は請求いたしません。 
要介護３・４・５ 

金 15,097 円 

(1,411 単位/月) 

 

【加算項目】 

項 目 単位数 １ヵ月あたりの利用料 

初回加算 300/月 金 3,210 円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 250/月 金 2,675 円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 200/月 金 2,140 円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 450/月 金 4,815 円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 600/月 金 6,420 円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 600/月 金 6,420 円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 750/月 金 8,025 円 

退院・退所加算（Ⅲ） 900/月 金 9,630 円 

通院時情報連携加算 50/月 金 535 円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200/月 金 2,140 円 

ターミナルケアマネジメント加算 400/月 金 4,280 円 

介護職員等処遇改善加算 １月につきご利用総単位数の２．１％ 

 

※ ただし、法定代理受領の場合においても、保険料の滞納等により、事業者が法定

代理受領できなかった場合、いったんお客様に利用料をご負担いただき、事業者は、

ご負担いただいたサービスに対し指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。

指定居宅介護支援提供証明書をお客様がお住まいの市区町村の窓口に提出します

と後日に払い戻しとなる場合があります。 
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２ その他の費用について 

①交通費 

・別紙１(1)記載の事業所の通常の事業実施地域（以下「通常の事

業実施地域」といいます）の場合は、お客様の居宅への訪問は

無料となります。ただし、通常の事業実施地域を超える地域に

訪問する必要がある場合には、その交通費（実費）の支払いが

必要になります。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。 

通常の事業実施地域を超えた地点からの距離 交通費(税込) 

片道 20 キロメートル未満 金 500 円 

片道 20 キロメートル以上 金 700 円 
 

②コピー代 

・お客様は事業所にて保管している諸記録の閲覧および複写物の

交付を請求することができます。但し、コピー代はお客様の実

費負担となります。(１枚あたり金 10 円となります) 
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別紙３ 

相談窓口一覧 

 

１ 担当する介護支援専門員の変更をご希望される場合の相談窓口 

お客様のご事情により、担当の介

護支援専門員の変更を希望される

場合は、右の相談担当者までご相

談ください。 

相談担当者：管理者 

TEL：072-860-2400／FAX：072-852-3800 

受付日および受付時間 

月曜日から金曜日 ９：00～18：00 

 

２ 居宅介護支援サービスの苦情・相談窓口 

【事業所の窓口】 

グッドタイムリビング株式会社 

GTL ケアプランセンター 

香里ヶ丘 

【苦情受付担当者および苦情解決責任者】 

苦情受付担当者：介護支援専門員 

苦情解決責任者：管理者 

所在地：大阪府枚方市香里ケ丘３丁目８番地 52 

TEL：072-860-2400／FAX：072-852-3800 

受付時間：月曜日から金曜日 ９：00～18：00 

【法人の窓口】 

グッドタイムリビング株式会社 

お客様相談センター 

所在地：東京都中央区八丁堀３丁目４番８号 

RBM 京橋ビル 

TEL：0120-323-084 

受付時間：平日 ９：00～18：00 

【市区町村の窓口】 

枚方市 健康福祉部 

介護認定給付課 

所在地：大阪府枚方市大垣内町２丁目１番 

20 号 

TEL：072-841-1460／FAX：072-844-0315 

受付時間：平日 ９:00～17:30 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 

所在地：大阪府大阪市中央区常盤町１丁目 

３番８号 

TEL：06-6949-5418／FAX：06-6949-5417 

受付時間：平日 ９:00～17:00 

【保険者の窓口】 

【枚方市の被保険者】 

【市区町村の窓口】と同じ 

【枚方市以外の被保険者】 

   別途、ご案内の通り 
 


